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向寒の候、皆様には益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

当組合もまもなく設立して 10 年が経過します。役員の任期は５年ですので、令和元年

12 月 22 日に就任した現役員の任期も残すところ約１ヵ月となり、12 月 7 日には総会での

役員選挙（選任）を予定しています。組合員の皆様には、ここまで事業を進めることがで

きましたことにお礼申し上げます。 

さて、現況としましては、残る保留地の売却に努めると共に、組合事業で整備した公共

施設を東郷町、愛知県に引継ぎ・管理していただくための現場検査、補修工事、引継図書

作成などを進めています。また、去る 10 月 5 日開催の総代会では定款の変更（役員の定

数変更）、事業計画変更（第 9 回）について審議を賜り、原案のとおり可決されました。    

この定款及び事業計画の変更については、本書に内容を掲載しておりますので、ご確認く

ださるようお願いします。 

今後は、役員の改選を経て、最終目標とも言える換地処分（本登記）に向けて事業を進

めることになります。残る保留地の売却、そして換地処分、事業完成に向け、全力で事業

を推進してまいりますので、引き続き、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。   

理事長 近藤 教文 
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No.

【瀬戸大府東海線西側で ENEOS・店舗が 10 月オープン】 



《議案》 

第１号議案   令和５年度事業報告書、収支決算書及び財産目録について 

○収入の部 　（単位：円）

科     目 令和5年度決算額 摘　　　　　要

補　助　金 0

助　成　金 0

保留地処分金 2,404,029,420

雑　収　入 12,516,200 預金利子、証明手数料、分割計算手数
料、76条検査料･地積整備補助金等

借 入 金 0

繰 越 金 216,662,308

合    計 2,633,207,928

○支出の部 　　　　　　　（単位：円）

科     目 令和5年度決算額 摘　　　　　要

工　事　費 65,112,300
区画道路築造費・公園緑地施設費 ・整地費・工事雑費（補修
工等）

補　償　費 23,776,029 物件移転（繰越1件）

移　設　費 806,300 電柱

法第2条第2項事業費 921,713 水道仮設配管･仕切りBOX嵩上げ、ガス管仮設切断

調査設計費 125,815,690
第8回事業計画変更、工事発注･変更積算、仮換地分合筆計算･
仮換地変更・換地計画･仮換地杭設置･法第76条申請確認等

会　議　費 0

事 務 所 費 39,313,527
役員･総代･評価員報酬・事務員給料・研修･交通費・運営事務
委託・消耗品費､通信運搬費､光熱費､振込手数料､印紙代等

負　担　金 0

借入金利子 8,638,026

雑　支　出 3,827,750
まちづくり協議会会費・愛知県連合会会費・連合会研修参加
費・組合賠償責任保険、確定杭測設精算等

借入金償還金 2,150,000,000 39億5千万円のうち21億5千万円償還。借入金残18億円

予　備　費 0

合   計 2,418,211,335

第 30回通常総代会（6/29 開催）について

令和５年度決算概要 

第１号議案において、令和５年度収支決算書は、次のとおり承認されました。 

収入決算額 金 2,633,207,928 円

支出決算額 金 2,418,211,335 円 

差 引 残 額 金 214,996,593 円 

※差引残額は、Ｒ6 年度へ繰越し、工事、

測量、移管等を進めています。 



《議案》 

第１号議案   定款の変更について 

第２号議案   事業計画の変更（第 9回）について 

第３号議案   仮換地指定の一部取消しについて 

第４号議案   仮換地指定の一部指定について 

第５号議案   保留地予定地の一部変更について 

第 3１回総代会（１０/５開催）について

【定款の変更】 

（第 9 条） 

ゴミステーション用地として決定した保留地を愛知郡東郷町に寄付すること

を可能としました。 

（第 10 条） 

建物等の物件移転及び宅地造成工事が完了し、すべての仮換地において使

用収益開始通知を終えたことから、事業の進捗を鑑みて役員の定数を改正

する。役員の定数は、理事 12 人を８人に変更しました。監事３人は変更あ

りません。 

（第 33 条） 

定款第 10 条第 1 項と土地区画整理法第 27 条第 2 項の整合を図るため、補

欠選挙の要件として定める理事の欠員の数４人を３人に改正しました。 

上記の変更については、１０月９日付けで県知事に変更認可申請し、１１月１５日

付けで認可を得ました。 



（１）収入 

【事業計画変更（第９回）】 

今回の変更では、今後の保留地処分、換地計画・換地処分に必要な資料作成や行政

や法務局協議等を踏まえて事業施行期間を２年延長しました。不確定要素を含む課題

も残されていますが、一日も早い換地処分、事業完成に努めます。 

また、保留地処分の実績を踏まえて総事業費を増額し、支出において、物価高、人

件費の上昇に対応できるよう、資金計画を見直しました。 

  自 平成２６年１１月２８日（設立認可の公告日） 

 （８年）

  至 令和１０年 ３月３１日 

資金計画 

事業施行期間 



（２）支出 



仮換地の指定から県知事による換地処分（本換地）が行われるまでの間、土地売買、

建築行為等を行う場合には仮換地証明書や敷地該当地証明書が必要になります。証明書

を必要とされる方は、組合へお申し出ください。代理人による申請は、土地所有者の委

任状が必要となります。 

発行手数料は次表のとおりです。 

【手数料を徴収する事務の種別及び料金】 

種  別 基本料金 追加料金 摘  要 

仮換地証明  １画地  ５００円 
 １画地ごとに 
      ５００円 

本人又は代理人 
※代理人は本人の委任状が必要

敷地該当地証明  １画地  ５００円 
 １画地ごとに 
      ５００円 

本人又は代理人 
※代理人は本人の委任状が必要

保留地証明 １画地  ５００円 
１画地ごとに 

５００円 

その他証明・承認 １件  ５００円 
１件増ごとに 
     ５００円 

各種図面等コピー １件(１枚)１００円
１件(１枚)増ごとに

        １００円 
Ａ３まで 

注１） 証明の形式をもっていなくても、文書をもって事実を証するものは、すべて証明とみなします。 

注２） 証明等は本人申請を原則とします。代理人により申請する場合は、本人からの委任状が必要です。 

注３） 国又は地方公共団体など公共性の高い団体等からの手数料は徴収しません。 

注４） 上記のほか、証明等の手数料について必要な事項は、理事会にはかり理事長が定めます。 

【仮換地分筆等計算費用（杭設置及び撤去費用は含まない）】 

種  別 基本料金 追加料金 摘  要 

従 

前 

地 

分合筆 

分筆１件 
 ８,８００円

分筆 1筆増ごとに１,１００円 
仮換地指定変更を

伴わないもの 合筆１件 
 ７,７００円

合筆 1筆増ごとに１,１００円 

仮

換

地

分 筆
１件（１筆２分割） 

２０，９００円
分筆 1筆増ごとに３,３００円 

従前地分筆計算費用

を含む

合 筆
１件（２筆→１筆） 

１４，３００円
合筆 1筆増ごとに２,２００円 

分合筆
１件（２筆２分割） 
    ３１,９００円

分筆 1筆増ごとに３,３００円 
従前地分筆計算費用

を含む 
合筆 1筆増ごとに２,２００円 

仮換地証明等の発行手数料について

仮換地変更等に係る個人負担について



種  別 基本料金 追加料金 摘  要 

保

留

地

分 筆
１件（１筆２分割） 
    １２,１００円

分筆 1筆増ごとに２,２００円  

合 筆
１件（２筆→１筆） 
     ８,８００円

合筆 1筆増ごとに２,２００円  

分合筆
１件（２筆２分割） 
    １７,６００円

分筆 1筆増ごとに２,２００円  

合筆 1筆増ごとに２,２００円  

事務手数料 １申請    ５００円

  注１）新旧対照表及び仮換地分割図作成を含む。 

  注２) 従前地の分筆登記に関する費用は含まない。 

  注３）杭設置及び撤去費用は含まない。 

【仮換地の分筆、合筆等により増加する杭の測量設置又は撤去費用】 

種  別 基本料金 追加料金 

永久杭の設置 

３７，４００円 

１本当たり 
１５，４００円 

永久杭の撤去 
１本当たり 
１２，１００円 

注１）基本料金には作業前準備、交通費を含む。 

注２）仮換地の分割に伴うもの以外で杭設置の必要がある場合は、別途組合にお問い 

合わせください。 

【算定例：仮換地１筆を２筆に分割する場合にかかる費用】

 (1)仮換地分筆計算費用  

１筆 2 分割 20,900 円

 (2)測量杭の設置費用

   基本料金    37,400 円  

      永久杭２本   30,800 円（15,400 円/本×2 本）  

 小計 68,200 円

(3)事務手数料 組合手数料 

500 円

 (4)費用合計 

      (1)+(2)+(3) 89,600 円

＜分筆前＞ 仮換地Ａ 

400㎡ 

道 路 道 路

Ａ－１   Ａ－２ 

200㎡    200㎡

＜分筆後＞



権利異動、建築行為届出のお願い 

１）土地の権利などを異動するとき（定款第８４条） 

組合からの重要な書類の発送や各種通知などを組合員にもれなく行う必要がありま

すので、次の場合は、必ず組合へ届出してくださるようお願いします。 

１ 土地を売買したとき 

２ 相続、贈与等により所有権を移転したとき 

３ 抵当権、地役権、小作権、その他の権利を設定又は解除したとき 

４ 土地を分筆又は合筆したり、地積の誤謬を訂正したとき 

５ 住所を変更したとき 

２）建築行為などが制限されます（土地区画整理法第７６条） 

建築行為など次のことを行う場合は、東郷町長の許可が必要となります。許可申請

書には組合の意見書が必要となりますので、許可申請の前に組合と協議してください。 

１ 建築物、工作物(塀、車庫、よう壁、駐車場の舗装)等の新築、増築、改築 

２ 移動が容易でない物(５ｔ以上)をたい積するとき 

３ 看板等を設置するとき 

□■―――――――――――――――――――――――

ご意見・ご質問は、お気軽に組合役員又は組合事務所までどうぞ。 

〒470-0162  愛知郡東郷町大字春木字北反田８番地 

TEL：0561-76-1720   FAX：0561-76-1722 

メールアドレス togochuo.kukaku1720@sage.ocn.ne.jp 

✤月～金 午前 9時～午後 5時（正午から午後 1時を除く） 

     土日祝日はお休みです。 

――――――――――――――――――――――――――― □■ 

【議案説明】 

【環境街区保留地北側】 【環境街区造成の様子】 


